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第１章 総則 

 

第１条（約款の適用） 

横浜ケーブルビジョン株式会社（以下「当社」といいます。）は、このインターネット接続サービス契約約款（インタ

ーネット接続サービス料金表を含みます。以下「約款」といいます。）により、インターネット接続サービスを提供しま

す。 

 

第２条（約款の変更等） 

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。 

２ 当社が別に定めることとしている事項については随時変更することがあります。 

３ 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内

容（放送法（昭和２５年法律第１３２号）又は電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事業法」といいま

す。）の適用がある場合には、放送法第１５０条又は電気通信事業法第２６条第１項における提供条件の概要を含みま

す。）につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレ

クトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知する

ことがあります。 

 

第３条（用語の定義） 

約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

(1)電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

(2)電気通信サービス 
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の

用に供すること 

(3)電気通信回線設備 
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置され

る交換設備並びにこれらの付属設備 

(4)電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 

(5)インターネット接続

サービス 

主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符

号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス 

(6)インターネット接続

サービス取扱所 

1.インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 

2.当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 



(7)契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 

(8)契約者 当社と契約を締結している者 

(9)契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 

(10)端末設備 

契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分

の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内である

もの 

(11)端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 

(12)自営端末設備 契約者が設置する端末設備 

(13)自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 

(14)相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 

(15)技術基準等 
事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接

続の条件および端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 

(16)消費税相当額 

消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消

費税の額並びに地方税法(昭和 25年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づ

き課税される地方消費税の額 

(17)学校 

学校教育法(昭和 22 年法律第 26号)第 1 条に規定されるもののうち小学校、中学校、高等

学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園およびこれらに準じる組織として、主に 18歳

未満の児童、生徒を対象とするもの 

(18)提携事業者 当社が指定する、当社とサービスの提携を行っている電気通信事業者 

(19)宅内工事 契約者宅内での工事（端末設備設置および配線工事等）をいう 



（20）データ伝送用設備

端末等 

当社が提供するインターネット接続サービスの提供を受けるため、データ伝送用設備に接

続して使用する端末設備又は自営電気通信設備（端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第

31 号）第 34 条 10 の各号の条件に係る機能又はこれらと同等以上の機能を利用者が任意

のソフトウェアにより随時かつ容易に変更することができるものを除く。）であって、次

のイ、ロのいずれにも該当するもの 

イ デジタルデータ伝送用設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するも

の 

ロ 電気通信回線設備を介して接続することにより当該データ伝送用設備端末等に備えら

れた電気通信の機能（送受信に係るものに限る。）に係る設定を変更できるもの 

（21）送信型対電気通信

設備サイバー攻撃 

次のイ又はロに掲げる行為 

イ 情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計

算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信

（当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含 

む。）により行われるもの（ロにおいて「設備攻撃」といいます。） 

 

ロ 設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気通信事業者がその業務上記

録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴（以下単に「通信履歴」

といいます。）の電磁的記録により、設備攻撃に先立つて行われる当該探査を目的とする

電気通信の送信（当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。）であ

ることを合理的に特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信により行われ

るもの 

 

第２章 契約 

第 1節  契約条件 

第４条(契約の単位) 

当社は、契約者回線１回線ごとに１の契約を締結します。この場合、契約者は１の契約につき１人に限ります。 

 

第５条(削除) 

 

第６条(契約者回線の終端) 

当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端と

します。 

２ 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。 

３ 契約者は、第１３条(契約者が行う契約の解除)および第１５条(当社が行う契約の解除)に定める解除の場合、直ち

に端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を

請求します。 



 

第 2節（契約成立） 

第７条(契約申込みの方法) 

加入契約は、加入申込者があらかじめ約款を承認し、当社が定める様式の加入申込書に必要な事項を記載のうえ提出

し、当社が、これを承諾したときに成立するものとします。ただし、以下の場合、当社は加入申し込みを拒絶すること

ができます。 

(1) 加入申込者が約款上要請される料金等の支払いを怠るおそれがある場合 

(2) 本施設の構築が困難であると判断した場合 

(3) 加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合 

(4) その他加入申込者が約款に違反するおそれがあると認められた場合 

(5) 加入申込書に虚偽の事実を記載した場合 

(6) その他当社の業務の遂行上、支障がある場合 

 

第８条(契約申込みの承諾) 

当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支

障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由ととも

に通知します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期

することがあります。 

３ 当社は、第１項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。 

(1) 契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき 

(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金および料 

金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の 

理由があるとき 

(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき 

４ 学校接続のサービスの申込みをすることができる者は、学校の設置者に限ります。 

 

第９条（契約の成立、契約締結後書面の交付等） 

当社は、インターネット接続サービスの工事が完了した日、契約者がインターネット接続サービスの種類、品目等の

変更を行う場合はその変更が完了した日、または契約者が自身で宅内工事をする場合には当社から郵送する端末設備が

契約申込書に記載された住所に着荷した日（以下、「着荷日」といいます。）を契約が成立した日（以下「契約成立日」

といいます。）とします。 

２ 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面（以下「契約締結後書面」といいます。）を

契約者に交付します。 

３ 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、申込者はいずれかの方法を契約申込み時に選択するものとし

ます。 



(1) 電磁的方法による交付 

(2) 紙面による交付 

 

第 3節 契約変更 

第１０条(契約者回線の移転) 

契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。 

２ 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または制限がある場合があります。 

３ 当社は、第１項の請求があったときは、第８条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 

４ 第１項の変更に必要な工事は、当社または当社が指定した者が行います。 

 

第１１条（その他の契約内容の変更） 

当社は、契約者から請求があったときは、第７条(契約申込みの方法)第 3 号に規定する契約内容の変更を行います。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第８条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 

 

第 4節 契約解約・解除 

第１２条（初期契約解除等） 

申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して８日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契

約の解除を行うことができます。 

２ 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 

３ 第１項の規定に基づき契約の解除を行う場合、申込者は引込工事、宅内工事等の着工または完了済みの工事、撤去

に要する工事、申込者自身で行った宅内工事または撤去に要する工事、および手続きに要した全ての費用を負担する

ものとします。 

４ 前３項の規定の他、申込者は、宅内工事等が未着工（申込者が自身で宅内工事をする場合においては当社から郵送

する端末設備が契約申込書に記載された住所に着荷する前を指します。）または契約成立日以前に当社に対して申し出

を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合、

当社は申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。 

５ インターネット接続サービスを含む定期契約を締結した場合において、契約締結後書面を受領した日から起算して 

８日を経過するまでの間に定期契約の解除を行う場合も前各項と同じく扱います。 

 

第１３条(契約者が行う契約の解除) 

契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。 

２ 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去（契約者自身で撤去する場合を含

みます。）し、契約者は、撤去費用実費を負担します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建

物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 

 

第１４条（契約者本人による手続きが困難な場合の解約等） 



契約者本人が契約の解約または変更を希望されているにもかかわらず、契約者本人による手続きが困難な場合におけ

る解約または変更について、当社が別途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出るも

のとします。 

２ 前項に基づく解約の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な事由お

よびインターネット接続サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、当社は契約の解約を認め

るものとします。なお、当社が本条に基づき加入契約の解約を認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。 

３ 本条第 1 項に基づく変更の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な

事由およびインターネット接続サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、社会通念上相当と

認められる範囲で、当社は契約の変更を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき契約の変更を認める場合は、

第１１条（その他の契約内容の変更） の規定に準じて取り扱います。 

 

第１５条(当社が行う契約の解除) 

当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 

(1) 第２６条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解

消しないとき。 

(2) 第２６条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼ

すと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止を

しないでその契約を解除することがあります。 

(3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀

なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。 

（4）当社の従業員およびステークホルダーに対する契約者の要求が妥当性を欠くと判断した場合や、契約者の要求

を実現するための手段および態様が社会通念上不相当であると判断した場合、当社が書面等でその行為の解消を

求める通知を行っても相当期間内に解消しないとき。 

２ 契約者が、第 13条(契約者が行う契約の解除)による通知をしない場合であり、かつ、明らかに当社の提供するイン

ターネット接続サービスを利用していない場合に、当社は通知なく契約を終了させることができるものとします。 

３ 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。 

４ 当社は、第１項の規定により、その契約を解除するときは第 13 条（契約者が行う契約の解除）第 2 項の規定に準じ

て取り扱います。 

 

第１６条（削除） 

 

第 3章 サービス 

第１節 回線相互接続 

第１７条(インターネット接続サービスの種類等) 

契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。 

 



第１８条(ドメイン名およびインターネットネットワークアドレスの特定等) 

インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社がこ

れを指定します。 

２ 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名および前項のインターネットネットワークアドレス以外のインター

ネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。 

 

第１９条(利用の制限) 

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予

防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公

共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、イ

ンターネット接続サービスの利用を制限することがあります。 

２ 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

３ 当社は、インターネット接続サービスの利用者が、契約者回線を使用して、当社の電気通信設備において取り扱う

通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、もしくは逼迫さ

せるおそれを生じさせた、または他の契約者回線に対する当社のインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼし

た、もしくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することが

あります。 

４ 当社は、インターネット接続サービスの利用者が、当社が行うインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼし、

又は支障を及ぼすおそれを生じさせた場合には、当社所定の電気通信(帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手順を用

いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御することにより、インターネット接続サービスの速度を制

限することがあります。 

５ 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児

童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインター

ネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。 

 

 

第２０条(回線相互接続の請求) 

契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線

と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。

この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の

名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電

気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。 

 

第２１条(回線相互接続の変更・廃止) 

契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。 



２ 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。 

 

第 2節（サービスの変更・中止・停止） 

第２２条(インターネット接続サービスの種類等の変更) 

契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。 

２ 前項の請求の方法およびその承諾については、第７条(契約申込みの方法)および第８条(契約申込みの承諾)の規定

に準じて取り扱います。 

 

第２３条(インターネット接続サービスの利用の一時中断) 

当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用

することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。なお、一部の光回線に

よる契約者回線の一時中断をする場合には、同じ光回線を利用している電話サービスも一時中断となります。 

 

第２４条(インターネット接続サービスの利用の休止) 

当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の休止(その契約者回線およびメールア

ドレス等の設定を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行い

ます。なお、利用休止期間は、最長３か月間とします。ただし、月の途中での利用の休止または再利用(インターネット

接続サービスを、休止前と同じ条件で、再び利用することをいいます。以下同じとします。)は行わないものとします。 

２ 契約者は、利用の休止を希望する場合、当社所定の方法により申し込むものとします。また、その期間を変更する

場合も同様です。 

３ 前項までにおいて、一部の光回線による契約者回線の利用の休止をする場合には、同じ光回線を利用している電話

サービスも利用の休止となります。 

 

第２５条(利用中止) 

当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 

(2) 第１９条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。 

(3) 機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセスまたは機器等のコンピュータウイルス感染に 

より本サービスを提供できない場合 

(4) 火災、停電または天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合 

(5) 法令または官公庁の命令等による措置に基づき本サービスの提供ができない場合 

(6) その他本サービスの適正な運用上、当社が本サービスの一時的な中止または中断が必要であると判断した場合 

２ 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金

表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。 

３ 前 2項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知ら

せします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 



 

 

第２６条(利用停止) 

当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービス

の料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を

支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの全部または一部

の利用を停止することがあります。 

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する 

料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを 

含みます)。 

(2) 契約の申込みに当たって、当社に事実に反する内容の通知を行ったこと等が判明したとき 

(3) 第４９条(利用に係る契約者の義務)もしくは第４６条(禁止事項)、第５０条(契約者の関係者による利用)の規定 

のいずれかに違反し、第５１条(情報等の削除等)第１項第３号による要求を受けた契約者が、当社の指定する期 

間内に当該要求に応じない場合 

(4) 事業法または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線 

または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき 

(5) 事業法または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基 

準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃 

止しないとき 

(6) 第１８条(ドメイン名およびインターネットネットワークアドレスの特定等)第 2項の規定に違反したとき 

(7) この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき 

(8)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービス 

の円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適 

合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。 

(9) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社 

の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき 

(10）この約款および料金表の規定に反する行為を行ったとき、または反するおそれがあると当社が認めるとき 

２ 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停

止をする日および期間を契約者に通知します 

 

第 3 節 付加機能 

第２７条(付加機能の提供等) 

当社は、契約者から請求があったときは、料金表および別に定める規約の規定により付加機能を提供します。 

 

第 4 章 料金等 

第１節 料金 



第２８条(料金の適用) 

当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金および工事に

関する費用とし、料金表および各種料金表に定めるところによります。 

２ 料金の支払方法は、料金表および各種料金表に定めるところによります。 

 

第２節 料金の支払義務 

第２９条(利用料等の支払義務) 

契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日（第 9 条第 1 項に定める契約

成立日を指し、契約者が自身で宅内工事をする場合には着荷日を指します。）の翌日（付加機能の提供については、その

提供を開始した翌日もしくは翌月）から起算して、契約の解除があった日（付加機能の廃止については、その廃止があ

った日）の属する月までの期間（期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する

場合は１か月間とします。）について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利

用料又は使用料（以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。）の支払を要します。ただし、当社

が特に認める場合で、第３７条(請求先の分割)の規定により、請求先の分割を行う場合には、当社は、契約者回線の提

供を開始した日の属する月の翌月から契約の解除があった日の属する月までの期間について料金表に規定する利用料を

支払っていただきます。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの

利用料等の支払は、次によります。ただし、自然災害その他当社の責に帰する事のできない事由による場合には、こ

の限りではありません。 

（1）利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します 

（2）利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します 

（3） 前２号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できな

かった期間中の利用料等の支払を要します 

３ 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

区 別 支払を要しない料金 

1 契約者の責めによらない理由により、そのインター

ネット接続サービスを全く利用できない状態（その契

約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障

害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態とな

る場合を含みます。）が生じた場合（次号に該当する場

合を除きます。）に、そのことを当社が認知した時刻か

ら起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 

(2)当社の故意または重大な過失によりそのサービス

を全く利用できない状態が生じたとき。 

1 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかっ

た時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について、

24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのイン

ターネット接続サービスについての利用料等（その料金が

料金表の規定により利用の都度発生するものを除きま

す。）。 

(2) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった

時間について、その時間に対応するそのサービスについて

の利用料金。 

 

第３０条(手続きに関する料金等の支払義務) 



契約者は、約款および各種料金表に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金

の支払を要します。ただし、その手続きの着手前または契約者が自身で工事（撤去に関する工事を含み、以下同じとし

ます。）をする場合において当社からの郵送物が契約申込書に記載された住所に着荷する前にその契約の解除または請求

の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料

金を返還します。 

 

第３１条(工事に関する費用の支払義務) 

契約者は、約款および各種料金表に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支

払を要します。ただし、工事の着手前または契約者が自身で工事をする場合において当社からの郵送物が契約申込書に

記載された住所に着荷する前にその契約の解除または請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます)があっ

たときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 

２ 契約者は、工事の着手後完了前または契約者が自身で工事をする場合において当社からの郵送物が契約申込書に記

載された住所に着荷した後に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等

があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合におい

て、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

第３２条（端末機器に関する費用の支払義務） 

契約者は、故意または過失により当社から貸与している端末機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費

相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、第６条（契約者回線の終端）で規定する未返却時の機器損害金

を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。 

 

第 3節 料金の計算及び支払い 

第３３条（利用料等の計算方法） 

当社は、契約者が契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に定める方法により計算します。 

２ 当社は、暦月の初日以外の日にサービス品目の変更により利用料の額が増加又は減少したときは、サービス品目の

変更のあった翌日を基準として、変更前の利用料及び変更後の利用料を、それぞれその利用日数に応じて日割りしま

す。 

3 当社は、暦月の末日以外の日に契約が解除されたときは、当該月の利用料等は日割り計算による精算はしないものと

します。 

4 第２項の規定による利用料などの日割は、月額の利用料等を暦日数で除した額を１日の料金とし、これにインターネ

ット接続サービスの提供開始日以降、その提供開始日が属する月の月末までの日数を乗じて算出するものとします。 

第３４条（端数処理） 

料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。ただし、そ

の計算途中においては、この限りではありません。 

 

第４節 割増金及び延滞利息 



第３５条(割増金) 

契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とし

ます)の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただき

ます。 

 

第３６条(延滞処理) 

契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分とをあわせてお支払いただく

こととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確認できない場合も含みます。)には、別に

定める延滞手数料を加算して当社に支払うものとします。 

２ 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経

過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年１４．５％の割合

で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。 

３ 当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。 

 

第 5節 （その他）料金の取扱い 

第３７条（請求先の分割） 

当社は、当社が特に認める場合には、この約款の規定により契約者が当社に支払うべき利用料の請求にあたって、当

社が別に定める方法により、利用料の全部を他の１の者（以下「分割請求先」といいます。以下同じとします。）に請求

先を分割して請求する措置（以下「請求先分割の取扱い」といいます。以下同じとします。）を行います。 

２ 請求先分割の取扱いを行うときは、当社が別に定める方法により、契約者は分割請求先の同意を得ていただきます。 

３ 分割請求先は、第２８条（料金の適用）第２項の規定に準じてその請求額を支払っていただきます。 

４ 当社は、分割請求先が支払期日を経過してもなお請求額を支払わない場合には、契約者に請求したものとみなして、

この約款の規定により取り扱います。 

 

第 5 章 施設 

第 1節 保安・保守 

第３８条(当社の維持責任) 

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和６０年郵政省令第３０号)に適合するよう維持

します。 

 

第３９条(契約者の維持責任) 

契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。 

 

 

第４０条(設備の修理または復旧) 

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができ



ないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次

の順位に従ってその電気通信設備を修理または復旧します。この場合において、第１順位および第２順位の電気通信設

備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 

順位 修理または復旧する電気通信設備 

1 気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 

防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

2 ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別記 1の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 

3 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの 

 

第４１条(契約者の切分け責任) 

契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営

端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続さ

れている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備または自営

電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしてい

ただきます。 

２ 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を

行い、その結果を契約者にお知らせします。 

３ 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約

者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自

営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただ

きます。 

第 6 章 損害賠償 

 

第４２条(責任の制限) 

当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしな

かったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての



通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとし

ます。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、２４時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損

害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した

時刻以後のその状態が連続した時間(２４時間の倍数である部分に限ります。)について２４時間ごとに日数を計算し、

その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生

する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月

(１の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます)から次の歴月の起算日の前日までの間を

いいます。以下同じとします)の前６料金月の一日当たりの平均利用料(前６料金月の実績を把握することが困難な場

合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償

します。 

３ 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用し

ません。 

４ 前三項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に

生じた契約者または第三者の損害、およびインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約

者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一

切負わないものとします。なお、当社の故意または重大な過失による場合は除きます。 

 

第４３条(免責) 

当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定および本条第 5 項によるほ

かは、何らの責任もおいません。 

２ 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、または復旧の工事に

当たって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意ま

たは重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 

３ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改

造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、

事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または

変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社

は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 

４ 当社は、以下の各号に関して保証を行わず、これに起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとし

ます。 

(1) インターネット接続サービスの完全性もしくは確実性、または特定目的への有効性及び適合性 

(2) 契約者がインターネット接続サービスを通じて得る情報およびデータ等の完全性、正確性、確実性、有用性等 

(3) インターネット接続サービスのシステムダウン等不具合が生じないこと 

(4) インターネット接続サービスが即時性をもって提供されること 

(5) インターネット接続サービスが当社の意図によらずに中断されないこと 



(6) 当社がインターネット接続サービスに関連して契約者に提供する、試験サービスまたはこれに類する名目のサー 

ビスにおいて、何等の欠陥または瑕疵も生じないこと 

５ インターネット接続サービスを通じて行われる情報およびデータ等のやり取りは全て契約者の自己責任において行

われ、その結果生じた契約者のコンピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免

責されるものとします。 

なお、契約者のコンピューターへの損害、データの消失等が当社の故意または重大な過失による場合は除きます。 

６ インターネット接続サービスに関連して契約者に発生した損害については、結果的損害、付随的損害および逸失利

益を含め、前条に定める場合を除き、一切の補償・賠償を行いません。 

 

第７章 雑則 

第４４条（債権譲渡） 

契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予

め承諾していただきます。 

 

第４５条(譲渡の禁止) 

契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社が

特に認める場合を除きます。 

 

第４６条(禁止事項) 

契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないことと

します。 

(1) 犯罪や違法行為、またはそれに結びつくおそれのある情報などを掲載し、または他者に掲載等をさせることを助 

長する行為 

(2) 当社を含む他者の権利、知的財産権(特許権、実用新案、商標権、著作権等)その他の権利を侵害する行為または 

そのおそれのある行為、または当該行為に該当すると当社が判断した行為 

(3) 当社を含む他者を誹謗中傷する行為等、または当社を含む第三者に不利益を与える行為、他者への不当な差別し、

もしくは差別を助長し、その名誉もしくは信用を毀損する行為 

(4) 当社のインターネット接続サービスの信用を毀損する行為、または毀損する恐れのある行為 

(5) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 

(6) 詐欺、児童買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結び付く、または結び付くおそれの高い行

為 

(7) 猥褻、児童虐待もしくは児童ポルノ等、児童および青少年に悪影響を及ぼす画像、映像、音声もしくは文書等を

送信または表示させる行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起

させる広告を表示もしくは文書を記載、掲載する行為 

(8) 無限連鎖講(ネズミ講)もしくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為 

(9) 当社を含む他者の設備(電気通信設備およびコンピューター等)に蓄積された情報(ソフトウェアを含む)を不正



に書き換え、または消去、破壊、および不正にアクセスする行為、またはこれらを助長する行為 

(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 

(11) ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為、およびコンピュータープログラ

ムを不正に利用することで他のインターネット利用者のセキュリティを脅かす行為 

(12) 当社を含む他者のデータ転送を第三者の許可無く覗き見るような行為およびそれを行うツールの使用や配布 

(13) ネットワーク調査ツールの使用や配布 

(14) 当社および他サービスプロバイダーのサーバー運営の妨害に繋がる行為 

(15) 無断で他者に広告、宣伝、もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、

もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為 

(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌

悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 

(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行

為 

(18) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為もしくは助長する目的でリ

ンクを張る行為 

(19) 当社もしくは他者の電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為 

(20) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品（指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を

広域的に禁止された物品）もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、の濫用に結びつく、

もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはイン

ターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為 

(21) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請

負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為 

(22) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 

(23) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 

(24) 前 23 号のいずれかに該当するコンテンツ等へのアクセスを助長する行為 

(25) 本約款に違反する行為 

(26) 音声通信の利用において、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせる行為またはそ

のおそれのある行為 

(27) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為 

(28) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為 

 

第４７条(契約者の地位の承継) 

相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併に

より設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかにインターネット接続サービス取扱所に届け出ていた

だきます。 

２ 前項の場合に、相続人が２人以上あるときは、そのうち１人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただ



きます。これを変更したときも同様とします。 

３ 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの１人を代表者として扱います。 

４ 第１項および第２項の届け出をし、契約者の地位の承継をした相続人または法人は、当社が別に定める手続に関す

る料金を支払うものとします。 

 

第４８条(承諾の限界) 

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守

することが著しく困難であるときまたは料金その他債務の支払を現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当

の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その

理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところにより

ます。 

 

第４９条(利用に係る契約者の義務) 

当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土

地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、

当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。 

２ 契約者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工

作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 

３ 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、ま

たはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必

要があるとき、契約者自身で工事を行うことを当社が認めたときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接

続、もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 

４ 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと

とします。 

５ 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他

の機械、付加部品等(インターネット接続サービスを同時に複数の自営端末設備または自営電気通信設備で利用できる

ようにする設備を含む。)を取り付けないこととします。 

６ 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。 

７ 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにそ

の補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

８ 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。 

９ 契約者は、インターネット接続サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為

を行なわないこととします。 

10 契約者は、インターネット接続サービスを商業目的で利用しないものとします。 

11 契約者は、当社が特に認めた場合を除き、インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供

するための通信設備、電子計算機、コンピューター、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、かつ



インターネット接続サービスの全部または一部を第三者へ提供しないものとします。 

12 契約者は､インターネット接続サービスを利用するにあたり､以下の各号の内容に該当する行為を行なわないことと

します。 

(1) 犯罪行為、またはそれに結びつく恐れのある行為等、公序良俗に反する行為 

(2) 当社を含む第三者の権利、財産、著作権、またはプライバシーを侵害する行為、もしくはそれに結びつく恐れの 

ある行為 

(3) 当社を含む第三者を誹謗中傷する行為等、当社を含む第三者に不利益を与える行為、またはそれに結びつく恐れ 

のある行為 

(4) インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、または毀損する恐れのある行為 

 

第５０条(契約者の関係者による利用) 

当社が別途指定する手続により、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます)に利用させる目

的で、且つ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、

当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。 

２ 前項の場合、契約者は、当該関係者が第４６条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故

意または重大な過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為をみなして、本約款の

各条項が適用されるものとします。 

 

第５１条(情報等の削除等) 

当社は、契約者による本サービスの利用が第４６条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他

者から当社に対しクレーム、請求等が為され、且つ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営

上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることが

あります。 

(1) 第４６条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します 

(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します 

(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します 

(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧で 

きない状態に置きます 

２ 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原

則が尊重されるものとします。 

３ 当社が、何等かの理由によって第１項各号の措置を取らなかった場合でも、当社は当該措置を行う権利を放棄した

ものではなく、何時でも当該措置を遂行することができるものとします。 

４ 当社は、第 1 項の措置によって契約者に損害が生じたとしても何等責任を負わないものとします。 

 

第５２条（検査） 

当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービス



の円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が

技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある

場合その他事業法施行規則第３２条第２項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。 

２ 第１項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所

定の証明書を提示します。 

３ 第１項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認め

られないときは、契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただき

ます。 

第５３条（注意喚起） 

当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティ

の確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信

型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、

当該電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を

行うことがあります。 

 

第５４条（ソフトウェアの更新） 

電気通信回線設備を通じて外部から制御可能な状態で、データ伝送用設備端末等を接続する場合は、 

他者から意図しない制御ができないよう、当該端末等の電気通信の機能に係るソフトウェアを更新されていなければな

りません。当該更新とは、当該端末に他者から制御可能な脆弱性が発見され、かつ当該端末の製造業者が提供するソフ

トウェアアップデートが周知された場合に、当該端末にソフトウェアアップデートを適用することを指します。 

 

第５５条（送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信の禁止） 

当社は、データ伝送用設備端末等の送信型対電気通信設備サイバー攻撃（電気通信事業者がその業務 

上記録している通信履歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が本約款第３条（用語の定義）21号に規定する電気

通信又は同号ロの総務省令で定める電気通信の送信の送信元であることを合理的に特定できるものに限ります。）の送信

を禁止します。 

 

第５６条(ID およびパスワードの管理責任) 

契約者は、自己の ID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします。)およびこれに対応する

パスワード(以下「認証情報」といいます。)の使用および管理について全ての責任を負うものとします。また、認証情

報を他者に開示し利用させ、もしくは貸与、譲渡、売買、質入または公開等を行うことはできないものとします。 

２ 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものと

します。 

３ 契約者は、第 1 項に規定する責任を怠り、第三者が契約者の ID およびこれに対応するパスワードを使用し、インタ

ーネット接続サービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負う

ものとします。また、契約者の責に帰すべき事由によって認証情報が不正に利用され、その結果当社が損害を被った



場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。 

４ 契約者は、認証情報が他者に知られた場合、または他者に不正に利用されている疑いのある場合、登録情報に変更

が生じた場合、当社へ速やかにその旨を通知するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。

なお、当該通知を行わなかったことで契約者が不利益を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わないものと

します。 

５ 契約者は、本サービスの利用および利用結果について自ら一切の責任を負うものとし、万一契約者の本サービスの

利用に起因して他者とトラブルが生じた場合、または当該トラブルに関連して他者から当社に対して何らかの請求が

なされ、或いは訴訟が提起された場合には、契約者は自らの費用と責任においてこれを解決し、当社に一切迷惑をか

けないものとします。 

 

第５７条(通信の秘密) 

当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。 

２ 当社は、刑事訴訟法第２１８条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務

を負わないものとします。 

 

第５８条(契約者に係る情報の取り扱い) 

当社は、サービス提供に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、当

社、提携事業者、もしくは相互接続事業者のインターネット接続サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料

金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。 

また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供

に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。 

なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事

項に定めます。 

２ 当社は、加入者のインターネットの使用状況並びに操作に関する記録と加入者の個人情報（氏名、住所、電話番号

等）をアンケート調査、あるいは集計･分析を行い、統計資料を作成するため、株式会社ジュピターテレコムと秘密保

持契約を締結の上、電磁的方法により提供するものとします。 

 

第５９条(著作権および知的財産権) 

本サービスを構成する全てのシステム、プログラムおよびソフトウェア、または本サービスに含まれる全てのコンテ

ンツ、広告、その他本サービスに関連して提供される素材(以下「著作物」といいます。)の著作権、著作者人格権、著

作隣接権、工業所有権(商標権、特許権、実用新案権、およびこれらを出願する権利)、不正競争防止法上の営業秘密、

商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権(以下「著作権等」といいます。)は、当社または当社にその使用を許諾し

ている権利者に帰属するものとします。 

２ 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社または権利者の事前の書面または電磁的方法による許諾なくして、

著作物を方法の如何を問わず私的使用の範囲を超えて使用したり、複製もしくは改変したり、または解析(リバースエ

ンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等)をしてはならないものとします。 



 

第６０条(技術的事項および技術資料の閲覧) 

当社は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項および契約者がインターネット接続サービスを利用

する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 

 

第６１条(本約款の効力) 

本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は

執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に 置き代え

られるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。また、当社は、本約款に定める措置を講

ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。 

 

第６２条(営業区域) 

営業区域は次に定めるところによります。 

横浜市旭区、泉区、保土ケ谷区、西区の一部、戸塚区の一部、神奈川区の一部、緑区の一部、瀬谷区の一部 

 

第６３条(閲覧) 

この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 

 

第６４条(国内法への準拠) 

約款は日本国国内法に準拠するものとし、本約款に基づく加入契約により生じる一切の紛争の解決等については横浜

地方裁判所(本庁)または横浜簡易裁判所(本庁)を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第６５条(言語) 

この約款の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何

ら効力をもたないものとします。 

 

第６６条(定めなき事項) 

この約款に定めなき事項が生じた場合、当社および加入者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあ

たるものとします。 

 

附則 

第 1 条 

当社は特に必要がある場合、この約款に特約を付することができるものとします。 

第 2 条 

一括加入、臨時加入、ホテル、旅館、業務用等については別に定めます。 

第 3 条 



この改正規定は、2022 年 1月 6 日から実施します。 

この改正規定は、2023 年 6月 1 日から実施します。 

この改正規定は、2024 年 4月 1 日から実施します。 

この改正規定は、2024 年 7月 1 日から実施します。 

この改正規定は、2024 年 12月 1日から実施します。 

 


